
令和6年1月9日
　独立行政法人都市再生機構

西日本支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）【案】 　

　　令和６年度工事発注の見通し（令和５年11月15日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：250～267 】　　　　【工事名称】　：令和６年度西日本支社小規模修繕工事（京－2－2，京－3－2，京－3－3）空家及び小修理
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

金額規模 【参考】を参照のこと。

予定工期

要件

要件

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別添１を参照のこと。

・詳細は別添２及び別添２別紙を参照のこと。

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・平成25年度以降の元請としての実績に限る。

令和6年10月1日～令和12年9月30日

・平成25年度以降において、元請けとして以下のいずれにも該当する者であること。
①空家修繕については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅（社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを
除く。以下、本表において同じ）において、工区ごとに示す件数（別添２別紙）以上の施工実績を有し、１住戸において４工種（建設業法に定め
る内装仕上工事、管工事、電気工事、建具工事）の住宅改修工事の実績を有すること。
②小修理については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土木・造園にあってはその敷地内）における各工事区分に対応する修繕工事
の実績を工区ごとに示す工事金額（別添２別紙）以上有すること。ただし、建築は、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅の
修繕工事の実績を有すること。

・詳細は別添２を参照のこと。

　 技術者の要件 下記の要件※を実績として有すること。
※政府調達案件に該当する場合は別添２参加資格①、それ以外の場合は別添２参加資格②の要件を満たすこと。

・平成25年度以降の元請としての実績に限る。

◆入札・契約の時期 掲示日 令和6年2月9日（予定） 　

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和6年2月27日（予定）　

入札（開札）時期 令和6年5月中旬～6月初旬（予定）

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争、又は一般競争入札
・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申請様式
は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ’

　 フレックス工期の適用 無し

◆工事種別 発注標準（規模） 詳細は別添１及び別添３を参照のこと。

◆工事発注規模

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容 工事概要・留意事項　等

◆工事名称

令和６年度西日本支社小規模修繕工事（京－2－2，京－3－2，京－3－3）空家及び小修理

・空家修繕工事
　専用部分の汚損または滅失等の現状復旧を目的に行う普通空家補修及び原
状回復に加え設備等の改善を行う特別空家修繕、及び入居までの保守管理。
・小修理工事
　経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、現状復旧を目的にその都
度行う修繕工事（緊急対応が必要な修繕を含む）
なお、具体の工事区分及び工事内容については別添１及び別添３を参照のこ
と。

　　及び　工事概要

別紙 京都住まいセンター



【参考】　○ 西日本支社　令和５年11月15日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 工事概要 金額規模

250 管 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

5000万円以上
1億円未満

251 管 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

5000万円以上
1億円未満

252 保全建築 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理
工事（建築））

8億円以上
15億円未満

253 造園 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

2000万円以上
4000万円未満

254 電気 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

5000万円以上
1億円未満

255 保全土木 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

3000万円以上
5000万円未満

256 管 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

5000万円以上
1億円未満

257 管 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

2000万円以上
5000万円未満

258 保全建築 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理
工事（建築））

8億円以上
15億円未満

259 造園 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

１億円以上
２億円未満

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-2-
造)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-2-
建)

工　事　名　称

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-2-2-
ｶﾞｽ)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-2-2-
機)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-2-2-
建)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-2-2-
造)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-2-2-
電)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-2-2-
土)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-2-
ｶﾞｽ)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-2-
機)



【参考】　○ 西日本支社　令和５年11月15日（1回目の公表）時点での公表内容

260 電気 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

5000万円以上
1億円未満

261 保全土木 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

1億円以上
2億円未満

262 管 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

5000万円以上
1億円未満

263 保全土木 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

3000万円以上
5000万円未満

264 管 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

5000万円以上
1億円未満

265 保全建築 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理
工事（建築））

5億円以上
8億円未満

266 造園 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

4000万円以上
6000万円未満

267 電気 京都府京都市 約6年間 詳細条件審査型一般競争 第1四半期
京都住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

2000万円以上
5000万円未満

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-2-
電)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-2-
土)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-3-
ｶﾞｽ)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-3-
土)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-3-
機)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-3-
建)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-3-
造)

令和6年度西日本支社小規模修繕工事(京-3-3-
電)



1/1

【各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）】

　募集する工区と工事区分は下表のとおりです。なお、申込みに当たっては、別添２の参加資格を有することが必要です。

京都 住まいセンター

①建築 ②電気 ③機械 ④土木 ⑤造園
⑥ｶﾞｽ
消費機器

久御山 久世郡久御山町林宮ノ後21番地　他 S50 1,213 155

グリーンタウン槙島 宇治市槙島町本屋敷40番の1　他 S58 1,134 122

九条大宮 京都市南区西九条南田町9番地 S43 62 5

九条 京都市南区西九条南田町1番地の3 S41 154 35

京都十条 京都市南区吉祥院南落合町40番地 H9 150 68

松ノ木町 京都市南区東九条南松ノ木町1番地の1 S51 707 287

菅田町 京都市南区西九条菅田町27番地の2 S49 142 30

向島 京都市伏見区向島四ﾂ谷池14番8号 S53 624 70

伏見納所 京都市伏見区納所下野1番 S57 480 47

桃山南 京都市伏見区桃山町大島38番地の2　他 S52 1,376 145

山科 京都市山科区椥辻池尻町14番地の18 S47 256 5

膳所公園 大津市本丸町6番 S43 660 49

石山 大津市大平二丁目31番 S45 400 41

洛西新林北 京都市西京区大枝西新林町二丁目1番地　他 S55 502 5

洛西新林 京都市西京区大枝西新林町4丁目5番　他 S51 880 20

洛西境谷東 京都市西京区大原野東境谷町一丁目1番 S53 616 76

洛西竹の里 京都市西京区大原野東竹の里町二丁目1番 S58 570 46

洛西センタープラザ 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1番2 S62 186 30

洛西福西公園 京都市西京区大枝北福西町四丁目1番1 S60 298 68

嵯峨 京都市右京区嵯峨北堀町20番地の12 S31 138 32

花園 京都市右京区花園鷹司町25番地　他 S53 540 194

西院 京都市右京区西院三蔵町1番地の7 S44 97 31

西京極駅前 京都市右京区西京極西池田町13番地の5 S50 46 8

西京極 京都市右京区西京極三反田町1番地　他 S56 310 88

七条御前 京都市下京区西七条南中野町8番地の1 S41 90 5

壬生坊城第二 京都市中京区壬生坊城町48番地の3 S51 960 200

壬生坊城 京都市中京区壬生坊城町１９番地の４ S39 86

壬生相合 京都市中京区壬生相合町32番地の6 S47 102 34

北野 京都市上京区三軒町65番地の18 S45 43 5

西陣 京都市上京区竪門前町414番地 S40 303 9

紫野 京都市北区紫野東御所田町33番地の1 S45 60 14

上桂 京都市西京区上桂森下町２５番地１ S53 57

保津川 亀岡市北河原町２丁目６番地 S54 588

管理
開始
年度

２
（中）

２
（中）

１
（大）

4
（中）

３
（大）

エリア 工区

２
（大）

団地名称 所在地

京-１

京-2-3-造
Ａ

京-2-3-電
Ｂ

H27.10.1
～

H33.9.30

京-2-4-建
Ｂ

※中小

京-2-4-電
Ｂ

※中小

京-2-4-機
Ｂ

※中小

京-2-4-土
Ｂ

※中小

京-2-4-造
Ｂ

※中小

京-2-3-ｶﾞｽ
Ｂ

京-2-3-機
Ａ

京-2-3-土
Ａ

京-2-3-建
Ａ

工事区分

Ⅱ小修理
管理戸数

（R5.12末時
点）

R4年度空
家補修戸

数
Ⅰ空家
　修繕

京-2-2-造
※中小

京-2-2-ｶﾞｽ

京-1-2-電
Ｂ

京-1-2-機
Ａ

京-1-2-土
Ａ

京-1-2-造
Ａ

京-1-2-ｶﾞｽ
Ｂ

京-1-2-建
Ａ

京-2-2-建
※中小

京-2-2-電
※中小

京-2-2-機
※中小

京-2-2-土
※中小

京-3-2-ｶﾞｽ

H27.10.1
～

H33.9.30

R6.10.1
～

R12.9.30

R6.10.1
～

R12.9.30

R6.10.1
～

R12.9.30

京-3-4-電

契約
期間

H27.10.1
～

H33.9.30

R6.10.1
～

R12.9.30

H27.10.1
～

H33.9.30

京-3-4-機 京-3-4-土 京-3-4-造 京-3-4-ｶﾞｽ

京-3-1
Ａ

京-3-2-建
※中小

京-2-4-ｶﾞｽ
Ｂ

京-3-2-電
※中小

京-3-2-機
※中小

京-3-2-土
※中小

京-3-2-造
※中小

京-3-4-建

京-２

３
（中）

京-3-3-建
※中小

４
（小）

京-３

京-3-3-電
※中小

京-3-3-機
※中小

京-3-3-土
※中小

京-3-3-造
※中小

京-3-3-ｶﾞｽ

今回公募対象外

今回公募対象外

今回公募対象外

今回公募対象外

別添１

※ 当工区については、中小企業者のみ参加可能（ガス消費機器を除く）です。

中小企業とは、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」（昭和41年法第97号）第２条（１）に該当する者です。（資本の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する

従業員の数が３百人以下の会社又は個人）

＊ 記載の団地以外の団地において新たに小規模修繕工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、対象団地に追加出来るものとする。

＊ 工事区分内に「Ｙ1」「Ｙ2」「Ｙ3」と記載のある第１工区は、それぞれ大阪エリア経営部管轄センター内、京奈エリア経営部管轄センター内、兵庫エリア経営部管轄センター内のの緊急事故受付業務を行うこと。

工事区分内に「Ｚ」と記載のある第１工区は、緊急事故受付業務を実施しない。詳細は入札説明書17（8）を参照すること。

＜その他注意事項＞

☆印については世帯向け等の宿舎を示す。
網掛けの団地については、機構の事業計画等により当面の間、空家修繕工事は実施しておりません。現在網掛けのない団地においても、機構の事業計画等により契約期間中に空家修繕工事を取り止める場合があり
ます。

今回公募対象外



 

参加資格① 

募集する 

工事区分 

大-2-1、泉-3-1、兵-1-1 対象なし 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理（全工事区分） 

①建築②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

Ⅲ緊急事故通報受付業務（一部契約のみ） 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理（一部の工事区分が含まれない工区あり。） 

①建築②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

（１） 

建設業者登録 

（※１） 

●保全建築、保全土木、造園、電気及び管のいずれも登録を

行っていること。 

●保全建築に加え、各工事区分に対応する登録を行っている

こと。 

（２） 

会社規模 

●制限なし 

（３） 

企業の施工実

績 

●平成 25 年度以降において、元請けとして以下のいずれにも該当する者であること。 

①空家修繕については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅（社宅、単身寮、リゾートマンション

及びこれに類するものを除く。以下、本表において同じ）において、工区ごとに示す件数（別添２別紙）以上の施工

実績を有し、１住戸において４工種（建設業法に定める内装仕上工事、管工事、電気工事、建具工事）の住宅改修工

事の実績を有すること。 

②小修理については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土木・造園にあってはその敷地内）における各工事区

分に対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事金額（別添２別紙）以上有すること。ただし、建築は、居住中の

ＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅の修繕工事の実績を有すること。 

（４） 

配置技術者 

●次のいずれの要件も満たす技術者を配置すること。 

１）空家修繕と小修理（建築） １）空家修繕と小修理（建築） 

①監理技術者 

ａ 専任で配置すること。ただし、同一都道府県内※２において機構が発注する小規模修繕工事の他工区（第１工区以 

外の工区も可）との兼任は認める。 

ｂ 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有すること 

ｃ 機構が発注するリニューアル等工事、植物管理工事及び保全工事の主任（監理）技術者又は現場代理人との兼任に 

ついて、１）①ａのただし書と同様の兼任は認める。※３ 

②現場代理人 

専任で配置すること。ただし、１）①ａのただし書及び１）①cと同様の兼任は認める。 

③その他 

監理技術者と現場代理人の兼任は可。 

２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） ２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） 

①主任技術者 

ａ 工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし書と同様の兼任は認める。 

ｂ 国家資格（２級以上の施工管理技士等※４）又は建設業法でいう経験年数以上の経験を有するものを配置すること。 

（修繕工事の経験。） 

ｃ １）①ｃと同様の兼任は認める。 

②現場代理人 

工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし書及び１）①c と同様の兼任は認める。 

③その他 

主任技術者と現場代理人の兼任は可。 

３）その他 

１）及び２）の技術者は、各工事区分の資格（１）①b、２）①b）を複数有する場合は兼任できるものとする。 

４）現場代理人の経験 

現場代理人は、工事の現場担当として各工事区分において、別添２別紙に示す実績要件（空家修繕※５は件数、小修理は

工事金額）を満たす経験を有するものを配置すること。（一人の現場代理人により必要な実績要件を満たすこと。） 

（５） 

緊急対応体制 

●次のいずれも対応可能な体制であること 

①水漏れ、事故等の緊急対応が必要な場合において、当該工区内の団地に迅速に到着することができる緊急対応体制を 

構築できること。 

②24 時間 365日の緊急対応体制（年末年始も含む）を構築できること。 

●第１工区は、同一エリア内の他工区の小規模修繕を請負っ

た者が事情により工事を行えなくなった等による場合、バ

ックアップ体制が構築できること。 

●一部契約においては、緊急事故通報受付業務として同エリ

ア内等の団地の 24 時間 365 日の緊急事故受付体制を構築

すること。なお、緊急事故通報受付業務は、別の者に委託

することができる。 

※詳細は、入札説明書 17（８）②を参照すること。 

（なし） 

 

※１ 別添３参照（工事区分毎の工事内容及び建設業者登録） 

※２ 大阪、泉北及び兵庫住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、大阪府及び兵庫県内の他の工区との兼任も可とする。 

※３ 他工事との兼任については、兼任先の工事において技術者の兼任が認められている（建設業法上の専任要件に該当せず、且つ公募・契約

条件で兼任が認められている）場合に限る。 

※４ 各工事区分別の資格は、「電気：電気工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（電気工事業）」「機械：管工事施工管理技士及び国交大

臣特別認定者（管工事業）」「土木：土木施工管理技士及び国交大臣特別認定者（土木工事業）」「造園：造園施工管理技士及び国交大臣特

別認定者（造園工事業）」「ガス消費機器：管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（管工事業）」とする。 

※５ 空家修繕とは、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住中の集合住宅（社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。以下同じ）

で１住戸において 4 工種（建設業法に定める、内装仕上、建具、管、電気）を含む工事をいう。小修理とは、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住

中の集合住宅で行う工事をいう。（工事区分「建築」については、３階建て以上の建物に限る。） 

別添２ 



参加資格② 

募集する 

工事区分 

阪-2-1、奈-1-1 

千-1-4、千-3-2、千-3-3、大-1-3、大-3-2、大-3-5、泉-2-3、泉-2-5、泉-3-2、兵-2-2、兵-3-3、奈-1-3、阪-1-2、

阪-3-2、阪-3-5【第１工区を除く大工区】及び大-1-2、大-3-3、大-4-4、泉-1-3、泉-1-5、泉-2-4、泉-2-6、兵

-1-3、兵-1-4、兵-3-4、兵-3-6、奈-2-2、京-2-2、京-3-2、京-3-3【中工区】 

大-1-4、兵-3-2、阪-3-4【小工区】 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理（全工事区分） 

①建築②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

Ⅲ緊急事故通報受付業務（一部工区のみ） 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理 

①建築 

 

Ⅱ小修理（各工事区分） 

②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

Ⅰ空家修繕 

Ⅱ小修理 

①建築 

 

Ⅱ小修理（各工事区分） 

②電気③機械④土木⑤造園⑥ガス 

（１） 

建設業者登録 

（※１） 

●保全建築、保全土木、造園、電気及び管のいずれも登録を行って

いること。 

●保全建築の登録を行っていること。 ●参加する各工事区分に対応する登録を行っているこ

と。 

●保全建築の登録を行っていること。 ●参加する各工事区分に対応する登録を行ってい

ること。 

（２） 

会社規模 

●制限なし ●大-1-2、大-3-3、大-4-4、泉-1-3、泉-1-5、泉-2-4、泉-2-6、兵-1-3、兵-1-4、兵-3-4、兵-3-6、奈-2-2、京

-2-2、京-3-2、京-3-3 は、中小企業者（※２）以外は参加できない。ただし、ガス消費機器は制限なし。 

●中小企業者（※２）以外は参加できない。ただし、ガス消費機器は制限なし。 

（３） 

地理的要件 

工区が所在する都道府県内に建設業法上の本店、支店又は営業所を有すること。 

（４） 

企業の施工実

績 

●平成 25 年度以降において、元請けとして以下のいずれにも該当する者であること。 

①空家修繕については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅（社宅、単身寮、リゾートマンション及

びこれに類するものを除く。以下、本表において同じ）において、工区ごとに示す件数（別添２別紙）以上の施工実績

を有し、１住戸において４工種（建設業法に定める内装仕上工事、管工事、電気工事、建具工事）の住宅改修工事の実

績を有すること。 

②小修理については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土木・造園にあってはその敷地内）における各工事区分

に対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事金額（別添２別紙）以上有すること。ただし、建築は、居住中のＲＣ

造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅の修繕工事の実績を有すること。 

●平成 25 年度以降において、元請け（ガス消費機器に

おいては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け）

として居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土

木・造園にあってはその敷地内）における各工事区

分に対応する修繕工事の実績を工区ごとに示す工事

金額（別添２別紙）以上有すること。 

（第１工区と同じ） （中工区-小修理と同じ） 

（５） 

配置技術者 

●次のいずれの要件も満たす技術者を配置すること。 

１）空家修繕と小修理（建築） １）空家修繕と小修理（建築） 

（なし） 

１）空家修繕と小修理（建築） 

（なし） 

①監理技術者 

ａ 専任で配置すること。ただし、イ）又はロ）の兼任は認める。 

イ）同一都道府県内※３において機構が発注する小規模修繕工事の他工区（第１工区以外の工区も可）との兼任。 

ロ）建設業法上の本店、支店又は営業所が存する市町村を管轄する住まいセンターと隣接する２つの住まいセンター 

  （以下「該当・隣接住まいセンター」という。）管轄内において機構が発注する小規模修繕工事の他工区（第１工 

区以外の工区も可。）との兼任。 

ｂ 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有すること 

ｃ 機構が発注するリニューアル等工事、植物管理工事及び保全工事の主任（監理）技術者又は現場代理人との兼任につ

いて、１）①ａのただし書と同様に認める。※４ 

②現場代理人 

専任で配置すること。ただし、１）①ａのただし書及び１）①cと同様の兼任は認める。 

③その他 

監理技術者と現場代理人の兼任は可。 

①監理技術者 

ａ 配置すること（非専任で可） 

ｂ（第１工区と同じ） 

ｃ（第１工区と同じ） 

②現場代理人 

配置すること（非専任で可） 

③その他 

（第一工区と同じ） 

２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） ２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） ２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） 

（なし） 

２）小修理（電気、機械、土木、造園、ガス） 

①主任技術者 

ａ 工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし

書と同様の兼任は認める。 

ｂ 国家資格（２級以上の施工管理技士等※５）又は建設業法

でいう経験年数以上の経験を有するものを配置すること。

（修繕工事の経験） 

ｃ １）①ｃと同様の兼任は認める。 

②現場代理人 

工事区分毎に専任で配置する。ただし、１）①ａのただし書及

び１）①cと同様の兼任は認める。 

③その他 

主任技術者と現場代理人の兼任は可。 

（なし） 

①主任技術者 

（第１工区と同じ） 

②現場代理人 

（第１工区と同じ） 

③その他 

（第１工区と同じ） 

①主任技術者 

ａ 工事区分毎に配置（非専任で可） 

ｂ （第１工区と同じ） 

ｃ （第１工区と同じ） 

②現場代理人 

工事区分毎に配置（非専任で可） 

③その他 

（第１工区と同じ） 

３）その他 

１）及び２）の技術者は、各工事区分の資格（１）①b、２）①b）を複数有する場合は兼任できるものとする。 
（なし） 

４）現場代理人の経験 

現場代理人は、工事の現場担当として各工事区分において、別添２別紙に示す実績要件（空家修繕※６は件数、小修理は工事金額）を満たす経験を有するものを配置すること。（一人の現場代理人により必要な実績要件を満たすこと。） 

（６） 

緊急対応体制 

●次のいずれも対応可能な体制であること 

①水漏れ、事故等の緊急対応が必要な場合において、当該工区内の団地に迅速に到着することができる緊急対応体制を構築できること。 

②24 時間 365日の緊急対応体制（年末年始も含む）を構築できること。 

●第１工区は、同一エリア内の他工区の小規模修繕を請負った者が

事情により工事を行えなくなった等による場合、バックアップ体

制が構築できること。 

●一部工区においては、同エリア内等の団地の 24 時間 365 日の緊

急事故受付体制を構築すること。なお、「緊急事故通報受付業務」

は、別の者に委託することができる。 

※詳細は、入札説明書 17（８）②を参照すること。 

（なし） 

※１ 別添３参照（工事区分毎の工事内容及び建設業者登録）  

※２ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」（昭和４１年法律第９７号）第２条（１）に該当する者（資本の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が３百人以下の会社又は個人。 

※３ 千里、大阪、泉北、兵庫及び阪神住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、大阪府及び兵庫県内の他の工区との兼任も可とする。奈良及び京都住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、奈良県、京都府及び滋賀県内の他の工区との兼任も可とする。 

※４ 他工事との兼任については、兼任先の工事において技術者の兼任が認められている（建設業法上の専任要件に該当せず、且つ公募・契約条件で兼任が認められている）場合に限る。 

※５ 各工事区分別の資格は、「電気：電気工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（電気工事業）」「機械：管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（管工事業）」「土木：土木施工管理技士及び国交大臣特別認定者（土木工事業）」「造園：造園施工管理技士及び国交大臣特別認定者（造園工事業）」

「ガス消費機器：管工事施工管理技士及び国交大臣特別認定者（管工事業）」とする。 

※６ 空家修繕とは、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住中の集合住宅（社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。以下同じ）で１住戸において 4 工種（建設業法に定める、内装仕上、建具、管、電気）を含む工事をいう。小修理とは、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住中の集合住宅で行う工

事をいう。（工事区分「建築」については、３階建て以上の建物に限る。） 

別添２ 大工区（第１工区除く）、中工区に適用 小工区（1000戸未満）に適用 



【各工区の参加資格「企業の施工実績」「現場代理人の経験」】 

募集する工区と工事区分における「企業の施工実績」と「現場代理人の経験」は下表のとおり。 

京都住まいセンター 

エリア 工区 

工事区分 

空家修繕工事 

(件数） 

小修理（金額） 

建築 電気 機械 土木 造園 
ガス消費 

機器 

京-2 2 
50件 3,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 2,000千円 

20件 300千円 300千円 300千円 300千円 300千円 300千円 

京-3 

2 
50件 5,000千円 1,000千円 1,000千円 2,000千円 2,000千円 1,000千円 

20件 300千円 300千円 300千円 300千円 300千円 300千円 

3 
50件 6,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 2,000千円 

20件 300千円 300千円 300千円 300千円 300千円 300千円 

注）・平成25年度以降における、元請け（ガス消費機器にあっては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け）としての実績（工期（始）が平成25年度以降で、工期末が申請書の提出期間の最終日までのもの）に 

限る。 

・空家修繕については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３階建て以上の共同住宅（社宅、単身向け住宅、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。以下、同じ。）における工事で、１住戸において４ 

工種（建設業法に定める内装仕上工事、管工事、電気工事、建具工事）を含むもの。 

・小修理については、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の共同住宅（土木・造園・修繕にあってはその敷地内）における各工事区分に対応する修繕工事の実績。ただし、建築は、居住中のＲＣ造又はＳＲＣ造の３ 

階建て以上の共同住宅の修繕工事の実績に限る。 

別添２別紙 

 
上段：別添２ 企業の施工実績 
下段：別添２ 現場代理人の経験 



 別添３  

 

 

 

【工事区分毎の工事内容及び建設業者登録】 

 

募集する工事区分の工事内容は、参加するにあたって下表のとおり機構の建設業者登録が必要です。 

募集する工事区分 工事内容 建設業者登録区分 

Ⅰ空家＋Ⅱ小修理（①建築） 
空家修繕工事一式（住戸内改修工事） 
建築修繕工事 「保全建築」 

Ⅱ
小
修
理 

②電気 
電気修繕工事 

（自家用電気工作物、住棟内ＬＡＮ設備、昇降機設備除く） 
「電気」 

③機械 
機械修繕工事 

（ガス工作物、汚水・給水施設除く） 
「管」 

④土木 
土木修繕工事（道路、法面等造園修繕工事以外の屋外工作

物における修繕） 「保全土木」 

⑤造園 
造園修繕工事（広場等舗装修繕、遊戯施設修繕、園地施設

修繕、自転車置場修繕、案内板等修繕、植
栽修繕（植物管理工事は除く）） 

「造園」 

⑥ガス消費機器 ガス消費機器修繕工事 「管」 

 

 



 別添４  

小規模修繕工事の公募における評価項目の変更について 

 

 小規模修繕工事における総合評価については、「独立行政法人都市再生機構における

総合評価方式実施ガイドライン（住宅経営部門）」に基づき、実施しているところであ

るが、前回公募から下記のとおり評価項目の変更を行っているので手続きを行う際に留

意されたい。なお、今回より競争参加資格の申請時に新たに提出を求める書類の詳細に

ついては、別途掲示する入札説明書による。 

 

記 

１ 工事成績評定の評価項目について 

令和３年度小規模修繕工事の公募より、更なる品質の確保と競争性の確保を目指す

ため、過去３か年で機構が評価・通知した工事成績評定（中間評定含む）を総合評価

の評価項目として採用し、標準点（65点）を超える実績に対しては、「企業の技術

力」及び「予定配置技術者」それぞれの項目で、段階的に最大３点ずつ加点したとこ

ろ。 

今回より、予定配置技術者の工事成績評定の評価項目を企業の工事成績評定の評価

項目に統合し、これに伴い、企業の工事成績評定の評価項目を最大６点の加点とす

る。詳細については、別途掲示する入札説明書による。 

 

以 上 


